
 

 

 

 

 

障がい者 （児） の手引き 
 

 

 
 

 

手引きは、障がいのある方に対する各種サービスの概要などを紹介し、日常生活

や社会参加促進を助長するとともに、援護を必要とする方の資料にしていただくた

めのものです。 

手続きやサービス対象等の詳細については、相談窓口を掲載しておりますので、

それぞれの窓口にご確認のうえ、手続きをお願いします。 

 

七飯町福祉課障がい福祉係 
℡ ０１３８－６５－２５１４ 
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１ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手

帳について  
 

≪身体障害者手帳≫  
身体障害者福祉法に基づき、医師の診断書・意見書をもとに北海道の判定により

交付されます。  

身体障害者手帳には、障害程度に１～６級までの等級と、第１種（交通機関を利

用するときに介護者を必要とする方）または第２種（交通機関を自力で利用するこ

とができる方）と記載されています。  

 

≪療育手帳≫  
療育手帳制度により、北海道の判定により交付されます。  

療育手帳には知的障害程度が「Ａ」または「Ｂ」と記載されます。（Ａ：最重

度・重度 Ｂ：中度・軽度）  

 

≪精神障害者保健福祉手帳≫  
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、医師の診断書等をもとに北

海道の判定により交付されます。  

精神障害者保健福祉手帳（以下「精神障害者手帳」といいます。）には、１～３

級までの等級があり、有効期間は２年間です。  

 

これらの手帳は、障がいのある方の福祉の向上のために各種相談や援護制度を受

けやすくすること、障がいのある方の社会参加などの促進を図ることを目的に交付

されています。  

障がいの種別や程度に応じて、利用できる援護やサービスの内容が異なる場合が

ありますので、各種制度の利用を希望されている方は、担当の窓口で確認の上、ご

利用ください。  

 

≪手帳の届出が必要な時は≫ 
※平成２８年１月１日より、申請書に個人番号の記載が必要となります。 
① 手帳の申請・更新・再判定をする場合  

・医師の診断書・写真・印鑑・手帳を持参して申請してください。  

（療育手帳保持者の再判定は、関係機関（１８歳未満は児童相談所、１８歳以上は

心身障害者総合相談所）での判定が必要です。また、精神障害者手帳の場合は障害

年金証書の写し及び振込通知書の写しで医師の診断書に変えることができます。）  

② 町内での住所変更（転居）や氏名変更（婚姻等）があった場合  

・手帳・印鑑を持参してください。（変更個所を修正します。）  

③ 手帳の紛失・破損、記載事項欄が足りなくなったり、顔写真の変更をしたい場合  

・再交付申請が必要になりますので、顔写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ）１枚と印鑑・

手帳を持参して再交付申請をしてください。  

④ 障害等級が変更になる場合  

・医師の診断書・意見書、顔写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ）１枚と印鑑・手帳を持参

して再交付申請をしてください。  
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⑤ 障がいのある方が亡くなられた場合  

・手帳を返還してください。  

⑥ 他市町村に転出した場合  

・転出先の市町村窓口に手帳を持参してください。  

⑦ 居住地（保護者の住所）が他市町村に変わった場合  

・転出先の市町村窓口に手帳を持参してください。  

注）手帳によるサービスを希望しない場合でも、手続きをお願いいたします。  

 

 

【相談窓口】 

 

①～⑤は、七飯町役場 福祉課障がい福祉係  ℡６５－２５１４ 

⑥・⑦は、転出先の市町村に届出してください。 
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２．年金・医療給付関係等の援護について  
 

（１）障害年金制度  

 

国民年金・厚生年金・各職域の共済年金の加入者や加入者であった方が、老齢年

金の受給開始（満年齢６５歳）年齢までに重度の障がいになった時に、その障がい

の程度により、障がい原因となった病気やケガで初めて医師にかかった時に加入し

ていた年金制度から、障害年金が支給されます。  

なお、現に老齢年金を受給している場合は、原則として障害年金の対象者にはな

りません。また、知的障がいの方も満２０歳から障害基礎年金の対象となる場合が

ありますので、特別児童扶養手当や障害児福祉手当の給付を受けていた児童の保護

者の方は、手続きをお願いします。  

身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者手帳に記載の等級と、年金請求のための

障害等級の認定は異なります。具体的な内容の確認や手続きについては、下記窓口

にご相談ください。  

 

【相談窓口】 七飯町役場 住民課国保年金係    ℡６５－２５１３ 

       函館年金事務所 お客様相談室    ℡８２－８００２ 

 

 

（２）特別障害者手当  

 

満２０歳以上の在宅の障がいのある方で、重度の障がいにより日常生活に常時特

別の介護を必要とする方が対象になります。  

手当の支給を受けるためには、認定請求の手続きを行うことが必要です。  
 

■ 支給額（月額） ２７，３５０円 ※令和２年４月分から 
 

【相談窓口】 七飯町役場 福祉課障がい福祉係   ℡６５－２５１４ 

 

 

（３）障害児福祉手当 

 

満２０歳未満の在宅の障がいのある方で、重度の障がいにより日常生活に常時介護

を必要とする方が対象になります。 

手当の支給を受けるためには、認定請求の手続きを行うことが必要です。 

なお、給付決定を受けていても、社会福祉施設に入所した場合や病院等に３カ月を

超えて入院した場合、本人や扶養義務者に一定以上の所得がある場合は給付されませ

ん。 

 

■ 支給額（月額） １４，８８０円 ※令和２年４月分から 

 

【相談窓口】 七飯町役場    福祉課障がい福祉係 ℡６５－２５１４ 
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（４）特別児童扶養手当 

 

満２０歳未満の在宅の障がいのある児童と同居し監護する父または母、もしくは養

育する方が支給対象になります。ただし、次の要件に該当される場合には支給されま

せん。 

① 児童が障害を支給要件とする公的年金を受給できる場合 

② 児童を監護する父または母や、養育する方に一定以上の所得がある場合 

③ 児童を監護する父または母、養育する方が日本国内に住所を有しない場合 

④ 児童が社会福祉施設に入所している場合 

⑤ 児童が２０歳に到達した場合 

⑥ 児童が監護または養育されなくなった場合 …など。 

 

■ 支給額 １級（月額） ５２，５００円  ２級（月額） ３４，９７０円    

※令和２年４月分から 
 

支給要件の例 

１級 身体障害者手帳の障害程度が視力・上肢・下肢・体幹障害の１級の場合 …など 

療育手帳の障害手帳が「Ａ」の場合または「Ｂ」でほかの障害と重複する場合 …など 

２級 身体障害者手帳の障害程度が上肢・聴覚の２級の一部とほかの障害が重複する場合、療育

手帳の障害程度が「Ｂ」の中度以上の場合 …など 

注１）療育手帳の障害程度が「Ｂ判定」の場合は、医師等の診断書が必要です。 

注２）上記支給要件は例です。支給には、医師等による診断書等を審査のうえ、都道府県によっ

て決定となります。また、医師などによる診断書は、提出を省略できる場合があります。 

 

 

（５）重度心身障害者（児）医療費助成事業 
 

重度心身障害者医療費助成事業は、身体障害者手帳１～３級の障害及び内部障害３

級・４級（心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸等の機能障害、ヒト免疫不

全ウィルスによる免疫機能障害）以上の方及び療育手帳（知的障害）の程度「Ａ判定」

または「IQ50 以下」の判定を受けた方及び精神保健福祉手帳１級をお持ちの方で一

定以下の所得の人が病院を利用する時に、医療費の一部を助成する制度です。 

あらかじめ、下記の窓口で「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受けてから、

受診時に病院の受付窓口に提示してご利用ください。 
 

 

（６）後期高齢者医療制度について 
 

後期高齢者医療制度は、通常、満７５歳以上の高齢者が対象となりますが、満６５

歳以上で身体障害者手帳の障害者程度が１級～３級の方、音声・言語機能障害の４級

の方、下肢機能障害４級の１号（両下肢のすべての指を欠くもの）・３号（一下肢を下

腿の２分の１以上で欠くもの）・４号（一下肢の機能の著しい障害）の方、療育手帳

「A 判定」、精神保健福祉手帳 1～2 級をお持ちの方もこの制度の対象となります。

身体障害者手帳をお持ちの方で、現在満６５歳未満のために該当になっていない方も

満６５歳の誕生日から加入することができますので、希望する方は手続きをしてくだ

さい。 

【相談窓口】 七飯町役場 住民課医療児童助成係    ℡６５－２５１３ 
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３．交通費の割引等の制度について 
 

（１）交通運賃の割引 

  

交通費の割引については、JR 運賃、航空運賃、バス運賃、タクシー運賃などがあ

りますが、各交通機関にお問合せください。 
 

 

（２）高速道路（有料道路）の障害者割引 
 

ア．対象となる方 

① 障がいのある方本人が運転をする場合 

・ 障害者手帳の交付を受けている方 
 

② 障がいのある方本人以外の方が運転する場合 

・ 療育手帳の交付を受けている方で「Ａ判定」の方 

・ 身体障害者手帳の交付を受けている方で身体障害者に対する「旅客鉄道株式会社

等の旅客運賃の割引について（昭和５７年１月６日厚生省社会・児童家庭局長連名通

知）」の第２に規定する第１種の方 

 

イ．対象となる自動車 

① 障がいのある方本人または親族の方（配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹

及びその配偶者並びに同居の親族等）が所有する自家用車 

② ①の方が自家用車を所有していないときは、障がいのある方本人を継続して日常

的に介護している方の所有する自家用車 

 

ウ．割引率 

・ 通常料金の半額（１０円未満の端数が生じる場合は切り上げ） 

 

エ．申請方法 

・ 手帳、自動車車検証、運転免許証（障がいのある方本人が運転する場合のみ）を持

参のうえ、下記窓口で申請してください。 

・ ＥＴＣを申請の場合は、障害者手帳の交付を受けている方のＥＴＣカード等が必

要です。 
 

【相談窓口】 七飯町役場 福祉課障がい福祉係    ℡６５－２５１４ 
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４．各種税金の控除について 
 

（１）所得の障害者控除について（所得税） 

 

身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者手帳の交付を受けた方は、所得税法上の障

害者控除を受けることができます。障がいのある方本人が配偶者や扶養親族となって

いる場合は、扶養義務者の方が障害者扶養控除を受けることができます。 

 

■特別障害者控除 

・手帳の障害区分 

①身体障害者手帳 １～２級 ②療育手帳 「A」 ③精神障害者手帳 １ 級 

・所得から控除される額 

４０万円 

 

※控除対象となる配偶者または扶養親族が、同居特別障害者である場合は、上記の額

に３５万円を加算した金額が控除されます。 

 

■障害者控除 

・手帳の障害区分 

①身体障害者手帳 ３～６級 ②療育手帳 「Ｂ」 ③精神障害者手帳 ２～３級 

・所得から控除される額 

２７万円 

 

【相談窓口】函館税務署 ℡31－3171 又は勤務先の給与担当者 

 

 

（２）所得の障害者控除について（道・町民税） 

 

身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者手帳の交付を受けた方は、地方税法上（道・

町民税）障害者控除を受けることができます。障がいのある方本人が配偶者や扶養親

族となっている場合は、扶養義務者の方が、障害者扶養控除を受けることができます。 

 

■特別障害者控除 

・手帳の障害区分 

①身体障害者手帳 １～２級 ②療育手帳「A」 ③精神障害者手帳 １ 級 

・所得から控除される額 

３０万円 

 

※控除対象となる配偶者または扶養親族が、同居特別障害者である場合は、上記の額

に２３万円を加算した金額が控除されます。 
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■障害者控除 

①身体障害者手帳 ３～６級 ②療育手帳「Ｂ」 ③精神障害者手帳 ２～３級 

・所得から控除される額 

２６万円 

 

【相談窓口】七飯町役場 税務課課税係  ℡６５－２５１５ 

 

 

（３）相続税の特別控除について 

 

身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者手帳の交付を受けた方は、相続税法上の障

害者控除を受けることができます。 

 

・手帳の障害区分（特別障がい者控除） 

①身体障害者手帳 １～２級 ②療育手帳「A」 ③精神障害者手帳 １ 級 

・相続税の控除額 

（85 歳に達するまでの年数）×２０万円 

 

・手帳の障害区分（障がい者控除） 

①身体障害者手帳 ３～６級 ②療育手帳「Ｂ」 ③精神障害者手帳 ２～３級 

・相続税の控除額 

（８５歳に達するまでの年数）×１０万円 

 

詳しくは函館税務署にお問い合わせください。℡３１－３１７１ 

 
 

（４）自動車税(種別割)の課税免除、軽自動車税(種別割)の減免（減額または免除）、

自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免制度について 

 

身体障害者手帳の等級表に該当する方で、「障がいのある方が所有する自動車」や

「障がいのある方と生計を一にする方が所有する自動車で、①障がいのある方が運転 

②障がいのある方と生計を一にする方が運転（障がいがある方が同乗する場合）、自

動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免を申請することができます。また、戦傷病

者手帳（該当にならない項症があります。）、療育手帳または精神障害者手帳の交付を

受けた方も、同様に申請することができます（証明等の添付が必要な場合がありま

す。）。なお、減免対象車両数は、障害者１名につき１台で、決定のための審査があり

ます。詳しくは相談窓口にご確認ください。 
 

【相談窓口】 

自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)  

渡島総合振興局納税課      ℡４７－９４５２ 

 

軽自動車税(種別割)   七飯町役場 税務課課税係    ℡６５－２５１５ 
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５．その他の機関の制度について 
 

身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者手帳をお持ちの方は、福祉サービスや支援

制度を、それぞれの事業の趣旨や対象となる障害程度等に応じて利用することができ

ます。 

事業・制度

名 

趣旨及び対象障害・等級 相談・申請窓口 

ＮＨＫ受信料

の割引につい

て 

世帯主（受信契約者）が視覚障害者や聴覚障害者（手帳

に記載のある方）または重度の障害者（手帳等級１～

２級）、重度の精神障害者（手帳等級１級）、重度の知的

障害者（療育手帳または判定書が「Ａ判定」）の場合、

半額免除となります。また、身体障害者、知的障害者、

精神障害者が含まれる世帯でかつ世帯構成員全員が町

民税非課税である場合、全額免除となります。 

七飯町役場  

福祉課障がい福祉係 

℡６５－２５１４ 

ＮＴＴ無料番

号案内につい

て 

視覚障害者（１～６級）、肢体不自由（１～２級）、療育

手帳、精神障害者手帳をお持ちの方は、無料番号案内

が利用できます。 

ＮＴＴ「無料番号案

内」ふれあい案内 

℡0120-104174 

携帯電話基本

使用料等の割

引について 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳のいずれ

かの交付を受けている方が対象となります。 

※詳細は各携帯電話

会社にお問い合わせ

ください。 

青い鳥郵便は

がきの無償配

布について 

郵便事業㈱では、障がい者問題に対する国民の理解と

認識を深めるために、青い鳥郵便はがきを発行してい

ます。対象は身体障害者手帳１～２級、療育手帳「Ａ判

定」の方です。毎年４月１日～５月３１日（土日祭日に

当たる場合変更あり）までに最寄りの郵便局に申込み

すると、１人あたり２０枚が配布されます。 

最寄りの郵便局 

指定駐車禁止

場所における

適用除外車両

申請について 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳が下記の

等級の方は、自分で運転する車両や介護者の運転する

車両に同乗した場合、指定駐車禁止場所で除外車両と

して取り扱われる場合があります。あらかじめ、警察

署に申請が必要です。 

視覚障害者・・・・・１級から４級の１ 

聴覚障害者・・・・・２級及び３級 

平衡機能障害・・・・３級 

上肢障害・・・・・・１級から２級の２ 

下肢障害・・・・・・１級から４級 

体幹障害・・・・・・１級から３級 

内部障害・・・・・・１級から３級 

知的障害・・・・・・Ａ判定 

精神障害・・・・・・１級 

※障害の内容により非該当の場合もあります。 

函館中央警察署 

℡５４－０１１０ 
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６．障害者総合支援法・児童福祉法によるサービス 
 

身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者手帳をお持ちの方は下記の共通の福祉サー

ビスがご利用になれます。また、難病（国が指定する３６１疾患）の方も福祉サービ

スを利用することができます。（３６１疾患については、お問い合わせください。） 

 

（１）サービスの種類 

①介護給付 

障害程度が一定以上の方に対し、生活上または療養上の必要な介護を行います。 

●居宅介護（ホームヘルプ） ●重度訪問介護 ●同行援護 ●行動援護 

●重度障害者等包括支援 ●短期入所（ショートステイ） ●療養介護 

●生活介護（デイサービス） ●施設入所支援 

②訓練等給付 

身体的または社会的なリハビリテーションや、就労につながる支援を行います。 

●共同生活援助（グループホーム） ●就労移行支援 ●就労継続支援（Ａ型） 

●就労継続支援（Ｂ型） ●自立訓練（機能訓練） ●自立訓練（生活訓練） 

●宿泊型自立訓練 ●就労定着支援 ●自立生活援助 

③自立支援医療 
心身の障がいの状態の軽減を図るため、必要な医療を指定医療機関から受けた

場合、自立支援医療費を支給します。 

④補装具費の支給 

損傷または失われた身体機能を補うための用具（補装具）の購入、修理にかかる

費用の一部を支給します。 

●義肢、装具、車いす、座位保持装置、補聴器、特殊眼鏡、歩行器 他 

⑤地域生活支援事

業 

障がいのある方を総合的に支援する体制をつくり、様々な事業を行います。 

●相談支援事業 ●日常生活用具給付等事業 ●移動支援事業 

●手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業 ●訪問入浴サービス 

●日中一時支援事業 

⑥児童通所支援 
児童に対し、指導や訓練を行います。 

●児童発達支援 ●放課後等デイサービス ●保育所等訪問支援 

⑦相談支援 

特定相談支援 

●計画相談支援：サービス利用支援・継続サービス利用支援 

●基本相談支援 

一般相談支援 

●地域相談支援：地域移行支援・地域定着支援 ●基本相談支援 

⑧その他 
●地域活動緊急生活支援事業 ●社会復帰施設等通所交通費助成事業 

●自動車運転免許取得費助成事業 ●自動車改造費助成事業 

 

（２）介護給付と訓練等給付・児童通所支援・相談支援の内容 

 

①介護給付の内容 
居宅介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ） 身体介護・家事援助のヘルパー派遣 

重度訪問介護 日常生活支援と全身性障害者のヘルパー派遣及び移動介護 

同行援護 視覚障害により移動に著しい困難を有する方への外出支援 

行動援護 
重度の知的障害者や精神障害者で危険を回避する必要のある外出支

援 

重度障害者等包括支援 患者等の重度障害者に対する包括支援 

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 介護する人が病気の場合等に利用できるショートステイ 

療養介護 
医療と常時介護が必要な人に、医療機関での機能訓練、療養上の管

理、看護、介護及び日常生活の世話 

生活介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ） 
常に介護を必要とする人の昼間の入浴・排せつ・食事の介護と、創作

的活動または生産活動の機会を提供 

施設入所支援 施設に入所する人の夜間や休日の入浴・排せつ・食事の介護など 
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※障害支援区分と支給基準 

障害支援区分は、障がいのある方の心身の状態を総合的に示す区分で、『介護給付』を受け

る場合には区分認定を受ける必要があります。 

町では、障害支援区分を基本として、介護者や居住などの状況、サービス利用の意向を踏ま

えて、特別な配慮を必要とする場合は、審査会の意見も聞いた上で、支給決定します。 
 

②訓練給付等の内容 
自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（生活訓練） 

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機

能または生活能力の向上のために必要な訓練 

宿泊型自立訓練 
居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を

向上させるための支援、生活等に関する相談、助言を行う 

就労移行支援 
一般企業への就労を希望する場合の、就労に必要な知識及び能力向

上のための必要な訓練 

就労継続支援Ａ型 

就労継続支援Ｂ型 

一般企業への就労が困難な場合に、働く場を提供するとともに知識

及び能力向上のための必要な訓練 

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ

ﾑ） 

共同生活を行う住居での夜間や休日の相談や日常生活の援助 

就労定着支援 
就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された就

労の継続を図るため、相談、指導、助言等の支援を行う 

自立生活援助 
居宅において単身等で生活する障がい者について必要な情報提供、

助言、相談等の援助を行う 

 

⑥児童通所支援の内容 

児童発達支援 
就学前までの児童に対する基本的な動作の指導や集団生活への適応訓

練 

放課後等児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 
学校就学中の児童に対し放課後や長期休暇中に行う生活能力向上のた

めの訓練等 

保育所等訪問支援 保育所等を訪問し児童に対して集団生活適応のために行う専門的支援 

 

⑦相談支援の内容 
特定相談支援 サービス利用支援：障害福祉サービスや地域相談支援を利用する際にサ

ービス等利用計画を作成する。 

継続サービス利用支援（モニタリング）：サービス等利用計画が適当で

あるかを一定期間ごとに検証し見直しを行う。 

一般相談支援 地域移行支援：障がい者支援施設等入所者または精神科病院入所者に対

して、地域生活に移行するための活動に関する相談・支援を行う。 

地域定着支援：単身で生活する障がい者に対し、常時連絡が取れる体制

を確保し、緊急訪問・相談など必要な支援を行う。 

 

（３）サービス利用したときの費用 

 

●利用者負担 

利用したサービスの最大１割負担となります。ただし、所得に応じた区分に分けら

れ、それぞれに負担の上限が決められています。また、食費光熱水費等の実費は別に

負担していただきます。 
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利用者負担月額上限額 

所得区分 負担上限額 要  件 

生活保護 ０円 生活保護受給世帯 

低 所 得 ０円 町民税非課税世帯 

一  般 ３７，２００円 町民税課税世帯 

※ 所得区分の判定は、障がいがある方が１８歳未満の場合、住民基本台帳上の世帯全体での前年

所得による判定、障がいがある方が１８歳以上の場合は、本人および配偶者の前年所得により

判定することになります。 

（一般世帯の軽減措置） 

１ 居宅で生活する方（障がいがある方）への利用者負担の軽減 

一般（町民税の所得割１６万円未満）の区分の方は、利用者負担の軽減措置により

負担上限額が軽減されています。対象となるサービスは、訪問系サービス、日中活動

サービスです。 

所得区分 負担上限額（月額） 

一  般 
（世帯全員の町民税所得割の合計） 

９，３００円 

 

２ 居宅で生活する方（障がいがある児童）への利用者負担の軽減 

一般（町民税の所得割２８万円未満）の区分の方は、利用者負担の軽減措置により

負担上限額が軽減されています。対象となるサービスは、訪問系サービス、日中活動

サービスです。 

所得区分 負担上限額（月額） 

一  般 
（世帯全員の町民税所得割の合計） 

４，６００円 

 

３ 施設入所（障がいある児童）への利用者負担の軽減 

一般（町民税の所得割２８万円未満）の区分の方は、利用者負担の軽減措置により

負担上限額が軽減されています。 

対象となるサービスは、障害児の施設入所サービスです。 

所得区分 負担上限額（月額） 

一  般 
（世帯全員の町民税所得割の合計） 

９，３００円 

 

● 利用者負担のために、生活保護の対象となる場合は、負担が軽減されます。 

● 同じ世帯で複数の方がサービスを利用していても、月額負担上限額は同じです。 

同じ世帯で障がい福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障がい福祉サービスを利用して

いる人が、介護保険のサービスを利用した場合等、月額負担上限額は変わらず、これを超えた分

を高額障害福祉サービス費として償還払い方式により支給します。 

● 施設でサービス利用をする場合の食費や光熱水費等は全額自己負担です。 

● 施設入所者で生活保護、低所得１、低所得２の方は、自己負担が重くなりすぎないよう、申請

により負担が軽減される場合があります。 
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（４）サービスの利用方法 

 

  町の窓口に申請書を提出します。            

 

 

 

 申請者は指定特定相談支援事業所にサービス等利用計画案 

 の依頼をします。 

 

 

  町又は町が委託した事業者が申請者を訪問し、心身の状況や 

 生活状況等についての調査をします。   

 

 

  コンピューターによる一次判定を行います。一次判定の結果 

  などを基に審査会で二次判定を行います。 

 

 

  申請者は、指定特定相談支援事業所が作成したサービス等利 

  用計画案を提出します。 

 

 

  判定結果やサービス等利用計画案等の内容を踏まえ、支給決 

定を行い、受給者証を交付します。 

 

 

  指定特定相談支援事業所は、サービス事業者と連絡調整を行 

  いサービス等利用計画を作成します。   

 

 

  サービスを利用したい事業所に申込、受給者証を提示して契 

  約を結びます。 

 

 

  事業者のサービスを利用します。 

 

 

 

  サービスを利用した事業者に利用者負担額を支払います。 

   

 

 

 

 

②サービス等利用 

計画案の提出依頼 

③認 定 調 査   

①申     請  

④審  査・判  定    

⑤サービス等利用 

計画案の提出 

⑥認 定・通 知    

⑦サービス等利用 

計 画 の 作 成 

⑧契     約 

⑨サービス利用    

⑩ 利 用 負 担 額 

の  支  払  い 
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（５）自立支援医療 
 

心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担分を助成す

る制度です。 

名 称 対 象 者 内 容 申請に必要なもの 

育成医療 １８歳未満の児童 

（身体障害者手帳の有

無は問いません。） 

身体に障がいのある児童

がその身体上の障がいを

軽減し、日常生活能力を得

るために必要な医療費を

助成します。 

医師の意見書、印鑑、健

康保険証、人工透析の方

は特定疾病療養受給者

証など 

更生医療 身体障害者手帳を交付

された１８歳以上の人 

身体障害者の障がいを軽

減、除去し、日常生活能力

や職業能力の回復向上を

図るための医療費を助成

します。 

身体障害者手帳、医師の

意見書、印鑑、健康保険

証、人工透析の方は特定

疾病療養受給者証など 

精神通院医療 通院による継続的な治

療が必要であると医師

が認めた人 

通院による精神医療を継

続的に受ける精神障がい

の方に対して、指定医療機

関で行われる医療費の自

己負担分を助成します。 

医師の診断書、印鑑、健

康保険証など 

※平成２８年１月１日より、申請時に個人番号の記載が必要となります。 

※有効期間は、精神通院医療については、１年間。その他については、障がいや疾病によって異

なります。詳しくはお問い合わせください。 

※受給者証の交付により行われる医療行為ですので事前に申請が必要です。 

※再認定申請は、３か月前からできます。 

※期限が切れた後に申請があった場合に、受理した日が始期となります。 

※変更、受給者証の再交付の場合は届出が必要です。 

≪自己負担≫ 

原則として自己負担は１割になりますが、世帯の所得に応じて１カ月当たりの負担額に上限が

設定されます。（一定の所得を超える人は対象外となります。） 

・世帯単位は住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。 

・入院時の食費については、原則自己負担です。 

 

●利用者負担 
 所得区分 医療保険加入単位の対象世帯 月額上限額 

非 

課 

税 

世 

帯 

生活保護 生活保護世帯 ０円 

低所得１ 
町民税非課税世帯で、本人の収入が８０

万円未満 
２，５００円 

低所得２ 町民税非課税世帯で、低所得１以外 ５，０００円 

課 

税 

世 

帯 

中間所得１ 町民税所得割が３万３千円未満 各医療保険の自己負担額 

中間所得２ 
町民税所得割が３万３千円以上 ２３万

５千円未満 
各医療保険の自己負担額 

一定所得以上 町民税所得割が２３万５千円以上 自立支援医療費支給の対象外 
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●重度かつ継続の場合（育成医療については、経過措置があります。） 

所得区分 月額上限額 

中間所得１ ５，０００円 

中間所得２ １０，０００円 

一定所得以上 ２０，０００円 

 

※『重度かつ継続』の範囲は、以下のとおりです。 

① 疾病等から対象となる方 

『更生医療・育成医療の場合』 

腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害（心臓移植後の抗免疫療法に限る）、

肝臓機能障害（肝臓移植後の抗免疫療法に限る） 

『精神通院医療の場合』 

統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害もしくは薬物関連障害（依

存症等）の方、または、集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有す

る医師が判断した方 

② 疾病等にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方 

医療保険の多数該当の方 

 

 

（６）補装具費の支給 
 

補装具の購入や修理を行う場合、その費用の一部を支給します。 

１．対象者 

身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者の方で、身体の欠損または損なわれた身体

機能を補完、代替することが必要な方 

２．申請に必要なもの 

①印鑑 

②身体障害者手帳 

③特定疾病受給者証（難病患者で所持している方） 

④見積書 

⑤医師の意見書（難病患者であることの確認や一部の補装具の申請に必要です） 
※平成２８年１月１日より、申請時に個人番号の記載が必要となります。 
※介護保険の適用を受けている方は、介護保険福祉用具の貸与（交付）が優先されますので、窓

口でご確認ください。 

●利用者負担 

補装具費の自己負担額は、原則、補装具費の１割です。所得に応じて負担上限額が

あります。 
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額 

生活保護 生活保護受給者世帯 ０円 

低所得１ 
町民税非課税世帯で、補装具費を購入する本人の収

入が８０万円未満 
０円 

低所得２ 町民税非課税世帯で、低所得１以外 ０円 

一  般 町民税課税世帯 ３７，２００円 

※障がいがある方または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合は、補装具費の支給対象外にな

ります。（一定所得以上の場合とは、本人または世帯員のうち、町民税所得割の最多納税者が納税

額４６万円以上の場合です。） 
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●補装具一覧 
障害区分 対象品目 

肢体不自由 

上下肢義肢、上下肢・体幹装具、車椅子、電動車いす、歩行器、歩行補助

杖（一本杖以外）、座位保持装置 

（児童のみ対象）座位保持椅子 起立保持具 頭部保持具 排便補助具 

視覚障害 

視覚障害 義眼・眼鏡（色眼鏡以外）・盲人用安全杖 

聴覚障害 補聴器 

言語機能障害 重度障害者用意思伝達装置 

※補装具の支給を受けてから耐用年数が経過するまでの間は、修理を行うことができます。また、

修理不能となった場合は、再度補装具費の支給を受けることができます。（再支給の際は、支給を

受ける時と同様の手続きが必要です。） 

 

 

（７）日常生活用具の支給 
 

日常生活がより円滑に行われるための支援用具等を給付します。 
 

１．対象者 

在宅で、障がいがある方・難病患者の方 

２．申請に必要なもの 

①印鑑 ②身体障害者手帳（療育手帳または精神障害者手帳） 

③特定疾病受給者証（難病患者で所持している方） ④見積書 

⑤医師の意見書（難病患者であることの確認や一部の日常生活用具の申請に必要です） 

※介護保険の適用を受けている方は、介護保険福祉用具の貸与（交付）が優先されますので、窓

口でご確認ください。 

 

● 利用者負担 

自己負担額は、原則、日常生活用具費の１割です。所得に応じて負担上限額があり

ます。（補装具費と同様） 

 

● 日常生活用具品目表 
障害区分 対象品目 

上肢障害 特殊便器 

下肢障害 

体幹障害 

特殊便器・尿器、歩行支援用具、移動用リフト、座位変換器、特殊寝

台、特殊マット、入浴補助用具、入浴担架、歩行補助つえ（一本杖の

み） 

視覚障害 

時計、点字タイプライター、点字図書、点字器、視覚障害者用拡大読

書器、信号用小型送信機、点字ディスプレイ、視覚障害者用活字文書

読み上げ装置 

≪視覚障害者のみの世帯対象≫電磁調理器、盲人用体重計、音声式体

温計、地デジ対応ラジオ 

聴覚障害 聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置 

音声・言語機能障害者及

び重度肢体不自由者 
携帯用会話補助装置、人工喉頭 

腎臓機能障害 透析液加温器 
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障害区分 対象品目 

呼吸器機能障害 
酸素ボンベ運搬車（在宅酸素療法を行う方）、電気式たん吸引器、ネ

ブライザー 

直腸及び膀胱機能障害、

排便・排尿機能障害 
ストマ用装置（畜便袋・畜尿袋）、紙おむつ等 

知的障害者 転倒保護帽（児童含む。） 

重度の身体障害者、知的

障害者、精神障害者 

火災警報器・自動消火器（火災発生の感知及び非難が困難な身体障害

者、知的障害者、精神障害者のみ世帯） 

下肢、体幹障害または乳

幼児以前の脳病変によ

る移動機能障害 

≪居宅生活動作補助用具≫障害者の移動などを円滑にするもので設

置にあたり小規模な住宅改修を伴うもの（特殊便器、歩行支援用具、

入浴補助用具、移動用リフトの取り付けが住宅改修を伴う場合も含

む）、手すり取付け、段差解消、滑り防止や移動の円滑等のための床

材変更、扉の取替え 

難病患者の方 動脈血中酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター） 

※障害の程度等により、対象品目が制限される場合もあります。詳しくは窓口でご相談ください。 
 

 

（８）移動支援事業 
 

通院等の理由で必要と認められる場合に、屋外での移動に困難がある障がい者の方

が円滑に外出できるよう、移動を支援します。 
 

１．対象者 

在宅で、障がいがある方・難病患者の方 

２．申請に必要なもの 

①印鑑 ②身体障害者手帳（療育手帳または精神障害者手帳）、 

難病患者の方は医師の意見書 

 

● 利用者負担 

１割負担 

 

（９）手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業 
 

通院等の理由で必要と認められる場合に、意思の疎通を円滑にするため手話通訳者

や要約筆記奉仕員を派遣します。 
 

１．対象者 

在宅で、聴覚、音声または言語機能障がいをお持ちの方 

２．申請に必要なもの 

①印鑑 ②身体障害者手帳 

 

● 利用者負担 

無料 
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（１０）訪問入浴サービス 
 

重度の障がいにより自宅での入浴が困難な方に対して、入浴を支援します。 
 

１．対象者 

在宅で、重度の障がいがある方・難病患者の方 

２．申請に必要なもの 

①印鑑 ②身体障害者手帳（療育手帳または精神障害者手帳）、 

難病患者の方は医師の意見書 

 

● 利用者負担 

無料（入浴サービスを受ける際の光熱水費のみ自己負担になります） 

 

（１１）日中一時支援事業 

 

障がいのある方を障がい者施設などで一時的に預かり、見守りや社会適応のための訓

練を行うなど、日中における活動の場を提供します。 

 

１．対象者 

冠婚葬祭や疾病などにより、日中において監護するものがおらず一時的に見守り等

の支援が必要な、在宅で障がいをお持ちの方 

２．申請に必要なもの 

①印鑑 ②身体障害者手帳（療育手帳または精神障害者手帳）、 

難病患者の方は医師の意見書 

 

● 利用者負担 

１割 

 

（１２）その他 

 

● 地域活動緊急生活支援事業 

  ・介護者の方に緊急な出来事などが生じ介護できない場合に、心身障がい児（者）

の方の保護や学校等への送迎などを行う生活支援員を派遣します。 

・派遣に伴う交通費等の実費は自己負担になります。 

・ほかの制度により施設入所している場合やヘルパー派遣のサービスを利用して

いる方は対象となりません。 

 

● 社会復帰施設等通所交通費助成事業 

  ・在宅の障がい者の方が社会復帰施設へ通所する場合、その交通費を助成します。 

 

● 自動車運転免許取得費助成事業 

  ・１級から４級の身体障害者手帳をお持ちの方が、社会参加や社会復帰のため運

転免許を取得する場合に、費用の一部を助成します。 

  ・助成の限度額は１０万５千円です。 
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● 自動車改造費助成事業 

 ・重度の身体障がい者の方が、就労等の理由で自らが所有する車を運転するため

に、自動車の操行装置や駆動装置等の一部を改造する必要がある場合、その費用

の一部を助成します。 

   ・助成の限度額は１０万円です。前年の所得が一定の基準を超えない方が対象と

なります。 
 

【相談窓口】七飯町役場 福祉課障がい福祉係 ℡６５－２５１４ 
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７．施設・事業所等について 
 
 障がいのある方や児童が利用できる施設・事業所の一覧です。 

記載内容に変更がある場合がありますので、利用にあたっては、あらかじめご確認ください。 

 

 

（１）指定自立訓練事業所（生活訓練） 

施設名 郵便番号 所在地 電話 運営主体 

精神障害者通所授産施設

「ぽぽろ館」 
041-1112 鳴川 5-348-3 64-5015 ななえ福祉会 

 

 

（２）指定自立訓練事業所（機能訓練） 

施設名 郵便番号 所在地 電話 運営主体 

自立訓練センターいちほ 041-1221 北斗市清水 1 番１ 77-8200 雄心会 

函館視力障害センター 042-0932 湯川町 1-35-20 59-2751 国 

 

 

（３）指定就労移行支援事業所 

施設名 郵便番号 所在地 電話 運営主体 

ワークス一条 040-0084 函館市大川町 4-26 43-8313 函館一条 

asurara〈あすらら〉 040-0033 函館市千歳町 22-6 83-8373 理想福祉㈱ 

Ponte 040-0011 函館市本町 29-29 30-3366 

NPO)自立相互

扶助ネットワー

ク 

ジョブシード 042-0941 函館市深堀町 1-7 83-8018 
合同会社ジョブ

サポート 

函館視力障害センター 042-0932 函館市湯川町 1-35-20 59-2751 国 

ゆにばーさる函館  
函館市万代町 2-14A

号棟 1F 
83-1271 

ゆにばーさる

(株) 

ほっぷ  函館市駒場町 6-31 86-9135 合同会社ほっぷ 

ファニー湯川  函館市湯川 2-7-12 85-8484 合同会社 HOS 

 

（４）指定就労継続支援事業所（A 型） 

施設名 郵便番号 所在地 電話 運営主体 

軽食喫茶ピュア 040-0001 函館市五稜郭町 37-8 35-6150 
NPO)軽食喫茶

ピュア 

函館あすなろ会 049-0111 北斗市七重浜 1-8-1 83-2869 
北海道あすなろ

会 

クレドホテル函館 042-0941 函館市深堀町 22-42 54-7878 函館恵愛会 

松陰プラザ 040-0002 函館市松陰町 1-35 30-2323 恵愛会 

ワークスペースファイン 041-0806 
函館市美原 2 丁目 6-

19 
76-4686 ㈱キープライズ 

アリスソリューション 

函館 
040-0032 

函館市新川町 1 番 24

号 R4TM 新川町 2 階 

B 号 

86-7747 
(株)LUCI0LA 

(ﾙｼｵﾗ) 

ゆにばーさる就労支援セ

ンター函館 
 函館市深堀町 8-5 1F 85-6028 

ゆにばーさる

(株) 
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（５）指定就労継続支援事業所（B 型） 

施設名 郵便番号 所在地 電話 運営主体 

就労支援センター 

ToMo ハウス 
041-1111 本町 4-20-2 86-7118 道南福祉ねっと 

就労支援センター 

ALL ハウス 
041-1111 本町 3-4-6 86-7118 道南福祉ねっと 

多機能型支援センター

NEW ハウス 
041-1104 上藤城 34-1 86-7118 道南福祉ねっと 

ワークショップどり～夢 041-1112 鳴川 3-26-17 84-5210 七飯有隣会 

どり～夢工房 041-1112 鳴川 3-24-16 84-5219 七飯有隣会 

精神障害者通所授産施設

「ぽぽろ館」 
041-1112 鳴川 5-348-3 64-5015 ななえ福祉会 

大地 041-1112 鳴川 4-4-1 83-1641 かがりの杜 

なないろファクトリー 041-1111 本町 3-10-22 85-6931 (株)夢工房 

 

 

（６）指定生活介護事業所 

施設名 郵便番号 所在地 電話 運営主体 

生活介護センターえーる 041-1105 桜町 2-2-16 86-7118 道南福祉ねっと 

 

 

（７）指定短期入所事業所 

施設名 郵便番号 所在地 電話 運営主体 

ショートステイすみれ 041-1111 本町 1-5-11 86-7118 道南福祉ねっと 

グループホーム竹倫 041-1104 字上藤城 137-21 78-1483 NPO)かがりの杜 

 

 

（８）指定共同生活援助事業所 

施設名 郵便番号 所在地 電話 運営主体 

グループホームすみれ 041-1111 本町 1-5-11 86-7118 道南福祉ねっと 

障がい者グループホーム 

有夢 
041-1135 緑町 3-1-24 65-1551 七飯有隣会 

グループホーム竹倫 041-1104 字上藤城 137-21 78-1483 NPO)かがりの杜 

 

 

（９）指定居宅介護事業所・指定重度訪問介護事業所 

施設名 郵便番号 所在地 電話 運営主体 

ヘルパーステーション 

そよかぜ Part2 
041-1111 本町 6-7-12 64-1020 有限会社ウィズ 

ヘルパーステーション 

七飯社協 
041-1131 中野 210-2 65-4902 

七飯町社会福祉協

議会 

訪問介護事業所（きらり） 041-1103 藤城 363-10 64-8870 合同会社 YSK 

 

 

（１０）指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所 

施設名 郵便番号 所在地 電話 運営主体 

相談支援センターエヴリデイ 041-1111 本町 4-20-2 86-7118 道南福祉ねっと 

相談支援事業所ななえし

ゃきょう 
041-1131 中野 210-2 65-4902 

七飯町社会福祉協

議会 

にじのはし 041-1111 本町 3-18-12 65-3800 聖樹の杜 

にじのおと 041-1112 鳴川 5-2-32 84-5910 聖樹の杜 
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（１１）指定地域移行支援事業所・指定地域定着支援事業所 

施設名 郵便番号 所在地 電話 運営主体 

相談支援センターエヴリデイ  041-1111 本町 4-20-2 86-7118 道南福祉ねっと 

 

 

（１２）指定児童発達支援事業所 

施設名 郵便番号 所在地 電話 運営主体 

にじのはし 041-1111 本町 3-18-12 65-3800 聖樹の杜 

にじのおと 041-1112 鳴川 5-2-32 84-5910 聖樹の杜 

ガリレオ七飯桜町 041-1105 桜町 1-3-3 85-8413 合同会社 fullbit 

G-Kids 七飯本町 041-1111 本町 3-9-30 2 階 86-6394 合同会社 fullbit 

 

 

（１３）指定放課後等デイサービス事業所 

施設名 郵便番号 所在地 電話 運営主体 

障がい児通所支援施設 

ななえあーす 
041-1111 本町 3-11-43 84-5548 

一般社団法人 か

がやき 

にじのはし 041-1111 本町 3-18-12 65-3800 聖樹の杜 

にじのおと 041-1112 鳴川 5-2-32 84-5910 聖樹の杜 

ガリレオ七飯桜町 041-1105 桜町 1-３-3 85-8413 合同会社 fullbit 

G-Kids 七飯本町 041-1111 本町 3-9-30 2 階 86-6394 合同会社 fullbit 

どんぐりコロコロ 3 041-1111 本町 4-19-57 76-0288 (株)聖の里山 

どんぐりころころ Zero 041-1122 大川 8-6-9 76-8586 (株)聖の里山 

 

 

（１４）保育所等訪問支援事業所 

施設名 郵便番号 所在地 電話 運営主体 

にじのはし 041-1111 本町 3-18-12 65-3800 聖樹の杜 

にじのおと 041-1112 鳴川 5-2-32 84-5810 聖樹の杜 

 

※七飯町以外の事業所の利用も可能です。詳細はお問い合わせください。 

【相談窓口】七飯町役場 福祉課障がい福祉係 ℡６５－２５１４ 

 


